
平成２６年（国）第５７８号

平成２７年７月３０日裁決

主文

本件再審査請求を棄却する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、後記第２記載の当

該傷病の初診日を平成○年○月○日と認定

した上、障害認定日を受給権発生の日と

する国民年金法（以下「国年法」という。）

に基づく障害基礎年金の支給を求める、と

いうことである。

第２　事案の概要

本件は、平成○年○月○日に初診日があ

ると主張する統合失調症（以下「当該傷病」

という。）により障害の状態にあるとして、

平成○年○月○日（受付）、主位的には障

害認定日による請求として、予備的には事

後重症による請求として、障害基礎年金の

裁定を請求した請求人に対し、厚生労働大

臣が、平成○年○月○日付で、初診日を平

成○年○月○日と認定した上、障害認定日

である平成○年○月○日における当該傷病

による障害の状態は国年法施行令（以下「国

年令」という。）別表に定める２級の程度

に該当するとして、受給権を取得した年月

を平成○年○月とする障害等級２級の障害

基礎年金を裁定した（以下、この処分を「原

処分」という。）ところ、請求人が原処分

を不服とし、当該傷病の初診日は平成○年

○月○日である旨、初診日についての主張

を変更した上、この初診日を前提とする障

害認定日を受給権発生の日とする障害等級

２級の障害基礎年金の支給を求め、標記の

社会保険審査官に対する審査請求を経て、

当審査会に再審査請求した事案である。

第３　当審査会の判断

１　２０歳到達日以後に、疾病にかかり、

又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれ

らに起因する疾病（以下「傷病」という。）

について初めて医師又は歯科医師（以下

「医師等」という。）の診療を受けた日（以

下「初診日」という。）のある傷病によ

る障害について、当該初診日から起算し

て１年６月を経過した日（その期間内に

その傷病が治った場合においては、その

治った日（その症状が固定し治療の効果

が期待できない状態に至った日を含む。）

とし、以下「障害認定日」という。）に

おいて、その傷病による障害の状態が、

国年令別表に掲げる程度（１級又は２級）

に該当するときに障害基礎年金が支給さ

れるが、その前提として、当該障害の原

因となった傷病に係る初診日の前日にお

いて、当該初診日の属する月の前々月ま

でに国民年金の被保険者期間があり、か

つ、国年法第３０条、第３０条の２所定

の保険料納付要件（当該初診日の属する

月の前々月までの国民年金の被保険者期

間のうち保険料納付済期間（厚生年金保

険の加入期間を含む）の月数と保険料免

除期間の月数を合算した月数が上記国民

年金の被保険者期間の月数の３分の２以

上であることという要件）又は国民年金

法等の一部を改正する法律（昭和６０年

法律第３４号）附則第２０条所定の保険

料納付要件（当該初診日の前日において

当該初診日の属する月の前々月までの１

年間のうちに保険料納付済期間及び保険

料免除期間以外の被保険者期間がないと

きという要件）を満たしていることが必

要である。なお、初診日において２０歳

未満であった者については、上記の保険

料納付要件は必要とされていない。

２　そこで、当該傷病又は当該傷病の前に

ある当該傷病と相当因果関係のある傷病

（当該傷病の前駆症状と認められる精神

症状を含む。）の初診日（以下「本件初

診日」という。）がいつと認められるか

について検討する。

（1）　初診日に関する証明資料は、国年

法が、初診日を障害基礎年金の受給権

発生の基準となる日と定めている趣旨

からすると、直接それに係る診療を

行った医師等ないし医療機関が作成し

た診断書、若しくは、医師等ないし医



療機関が、診療が行われた当時に作成

された診療録等の客観性のある医療記

録の記載に基づいて作成した診断書又

はそれらに準ずるような証明力の高い

資料（以下、これらを総称するものと

して「医証」という。）でなければな

らないことは当然である。また、国年

法上の障害の程度を認定するためのよ

り具体的な基準として、社会保険庁に

より発出され、同庁の廃止後は厚生労

働省の発出したものとみなされて、引

き続きその効力を有するものとされ

て、当審査会も障害の認定及び給付の

公平を期するための尺度としてそれに

依拠するのが相当であると思料する

「国民年金・厚生年金保険障害認定基

準」（以下「認定基準」という。）が定

められているが、その「第１　一般的

事項」の「３　初診日」によれば、初

診日とは、「障害の原因となった傷病

につき、初めて医師又は歯科医師の診

療を受けた日という」とされているが、

障害の原因となった傷病の前に、相当

因果関係があると認められる傷病があ

るときは、最初の傷病の初診日が障害

の原因となった傷病の初診日となると

解するのが相当である。

このような観点から本件をみるに、

本件において本件初診日に関する医証

として取り上げられるべきものは、①　

ａ病院（以下「ａ病院」という。）ｂ

科・Ａ医師（以下「Ａ医師」という。）

作成の平成○年○月○日現症に係る平

成○年○月○日付診断書、②　ｃ病院

ｄ科・Ｂ医師（以下「Ｂ医師」という。）

作成の平成○年○月○日現症に係る同

月○日付診断書、③　ｅ病院ｆ科・Ｃ

医師作成の平成○年○月○日付受診状

況等証明書、④　Ａ医師作成の平成○

年○月○日付受診状況等証明書、⑤　

ｇ病院の診察券、⑥　ｈ病院の診察券、

⑦　Ｂ医師作成の平成○年○月○日付

診断書であり、これらをおいて他にな

い。

（2）　そして、①には、傷病名は「強

迫性障害（ＩＣＤ－１０コード（Ｆ

４２）」、傷病の発生年月日は「平成○

年○月頃（診療録で確認）」、そのため

初めて医師の診断を受けた日は「平

成○年○月○日（診療録で確認）」、発

病から現在までの病歴及び治療の経

過、内容、就学・就労状況等、期間等

は、平成○年○月○日に請求人が陳述

したものとして「中学２年生の頃、ト

イレに行くのに時間が掛かり、腸ガス

が気になったり、視線恐怖症などの対

人恐怖から不登校に至る。中３になり

登校したが過敏性腸症状が持続、その

後○○高校に入学するも一学期で中

退、ｇ病院に通院→通信制高校に入り

○年に卒業。○年よりｉ病院受診。し

かし、自宅閉居、対人恐怖、不潔恐怖

などがあり、○年○月○日、当院を初

診。」、診断書作成医療機関における初

診時（初診年月日：平成○年○月○

日）所見は「「虫や周囲の様子が気に

なる」「トイレが不規則になった」」と

記載されている。②には、傷病名は「統

合失調症成（ＩＣＤ－１０コード（Ｆ

２０）」、傷病の発生年月日は「昭和○

年頃（本人の申立て）」、そのため初め

て医師の診断を受けた日は「平成○年

○月○日（診療録で確認）」、発病から

現在までの病歴及び治療の経過、内

容、就学・就労状況等、期間等は、平

成○年○月○日に請求人が陳述したも

のとして「昭和○年頃、注察妄想、下

痢、動悸等で発症し、同様の症状が高

校１年まで続き、○○○○高校を中退。

２５才頃より、強迫行為が出現し（ド

アのカギ、ガスの栓、電気のスイッチ

を何度も確認し、外出に１時間以上か

かってしまう。）、日常生活に支障をき

たす様になった。このときの間、ａ病

院やｊ病院等に通院歴があった。平成

○年○月○日より当院に通院していた

がこの時は神経症圏内のものとして治

療していた。しかし、平成○年○月頃

より被害妄想らしきものが出現し、奇

妙な言動が出現してきたため、平成○



年○月○日、統合失調症と診断し、加

療している。被害妄想が活発で関係づ

けがはげしい。」、診断書作成医療機関

における初診時（初診年月日：平成○

年○月○日）所見は「注察妄想。つじ

つまの合わない奇妙な言動。「隣近所

の人がわざと音を立てて意地悪する」

等の被害妄想を認め、不眠もつよかっ

た」と記載されている。③には、当時

の診療録より記載したものですとした

上、氏名「請求人」、傷病名「強迫神

経症」、発病年月日「昭和○年頃」、傷

病の原因又は誘因「不詳」、発病から

初診までの経過「（前医からの紹介状

はありますか。→「無」）元来神経質

な面があり、幼少期から対人関係にお

いても敏感であった。中学２年の頃に

席替えで緊張したことを契機に便秘が

ちとなり、体からガスが出る、疲れも

あり、登校渋滞となった。ｇ病院ｋ外

来を受診するが中断。高校も休学。そ

の後通信教育をしながら生活を送って

いたが、不安緊張状態は続き、当院受

診となった。」、初診年月日「平成○年

○月○日」、終診年月日「平成○年○

月○日」、終診時の転帰「転医」、初診

から終診までの治療内容及び経過の概

要「不安、緊張が強く、投薬を開始し

た。心理面接も行い、その中では汚れ

や周囲からの目が気になる事、自宅に

引きこもりがちの生活を送っている事

が語られた。平成○年○月頃から、デ

イケア参加をするが、続けての参加は

困難な状態であった。同年○月○日に

「規則正しい生活をしたい。入院施設

のあるところへ転院したい」と希望が

あり、終診となった。」と記載されて

いる。④には、氏名「請求人」、傷病

名「思春期妄想症」、発病年月日「平

成○年○月頃」、傷病の原因又は誘因

「不詳」、発病から初診までの経過「中

学２年生の頃、トイレに行くのに時間

がかかり、腸ガスが気になったり、視

線恐怖などの対人恐怖から不登校にな

る。Ｈ○年春に卒業したが自宅に引き

こもりがちとなる。」、初診年月日「平

成○年○月○日」、終診年月日「平成

○年○月○日」終診時の転帰「中止」、

初診より終診までの治療内容及び経過

の概要「セレネース０．７５ｍｇ、レ

キソタン２ｍｇ、デパス１ｍｇ等の薬

物療法、並びに通院精神療法、心理療

法を継続、治療の後半はデプロメール

２５ｍｇ×２、デパス１．０ｍｇ×１、

ワイパックス１．０ｍｇにて薬物療法

を継続した。Ｈ○年○月○日から同年

○月○日まで入院している。」と記載

されている。⑤には、「診察券　ｇ病

院　全科共通」、登録番号「○○○・

○○○・○」、氏名「○○○○」、生年

月日「Ｓ○　○　○」、性別「Ｆ」と

記載されている。⑥には、「診察券」、「請

求人様」、「ｈ病院」と記載されている。

⑦には、病名「統合失調症」、附記「当

院初診時（平成○年○月○日）神経症

との病名で加療していたが、実際　病

態的には統合失調症（ＩＣＤ－１０

コード：Ｆ２０）に合致するものと思

われる」と記載されている。

（3）　上記（2）の認定事実によると、請

求人は、高校を中退して通信教育を受

けていたところ、不安緊張状態が続い

たことから、平成○年○月○日にｅ病

院ｆ科を受診して、強迫神経症と診断

され、投薬治療及び心理面接による治

療を受けていたが、同年○月○日に、

入院施設のある病院への転院を希望し

て同日終診となり、平成○年○月○日

にａ病院ｂ科を受診して思春期妄想症

と診断され、セレネース、レキソタン、

デパスによる薬物療法及び通院精神療

法、心理療法が継続され（同年○月○

日から同年○月○日まで入院）、治療

の後半はデプロメール、デパス、ワイ

パックスが処方されていたが平成○年

○月○日には終診となり、平成○年○

月○日に、ｃ病院ｄ科を受診し、当初

は神経症圏内のものとして治療されて

いたが、平成○年○月ころから被害妄

想らしきものが出現し、奇妙な言動が



出現し、平成○年○月○日には、注察

妄想、つじつまの合わない奇妙な言動

が見られ、隣近所の人がわざと音を立

てて意地悪する等の被害妄想を訴え、

不眠も強い等の所見から統合失調症と

診断されたとされているのであるか

ら、本件初診日は、当該傷病の前駆症

状と認められ、当該傷病と相当因果関

係のある強迫神経症でｅ病院ｆ科を初

めて受診した平成○年○月○日と認め

るのが相当である。請求人は、本件初

診日は、請求人がｃ病院ｄ科を初めて

受診した平成○年○月○日であると主

張するが、請求人は、同日よりも前の

平成○年○月○日に、当該傷病の前駆

症状であり当該傷病と相当因果関係が

あると認められる強迫神経症により、

ｅ病院ｆ科を受診していることが認め

られるのであるから、平成○年○月○

日を本件初診日と認めることはできな

い。

３　次に、納付要件について検討するに、

保険者が保有する請求人に係る年金記録

によると、請求人は、本件初診日の前日

において、上記納付要件を満たしている

ことが認められる。

４　そうすると、本件初診日は上記認定の

とおり、平成○年○月○日であるから、

同日から１年６月を経過した平成○年○

月○日が障害認定日となるので、同日当

時の当該傷病による本件障害の程度につ

いて検討するに、障害基礎年金は、障害

の状態が国年令別表に掲げる程度（障害

等級１級又は２級）に該当しなければ支

給されないこととなっており、国年法第

３０条第２項によると、障害等級は障害

の程度に応じて重度のものから１級及び

２級とし、各級の障害の状態は政令で定

めることとされているところ、これを承

けた国年令第４条の６は、障害等級の各

級の障害の状態は、国年令別表に定める

とおりとする旨定めている。国年令別表

で障害等級２級に該当するとされている

もののうち、当該傷病による障害にかか

わるものとしては、その１６号に「精神

の障害であつて、前各号と同程度（日常

生活が著しい制限を受けるか、又は日常

生活に著しい制限を加えることを必要と

する程度のもの）以上と認められる程度

のもの」が掲げられているので、本件障

害の状態につき、上記１６号の程度に該

当するかどうかについて検討する。障害

の程度の具体的認定に当たっては、認定

基準に依拠するのが相当であるところ、

認定基準の「第２　障害認定に当たって

の基本的事項」の「１　障害の程度」に

よると、上記「日常生活が著しい制限を

受けるか又は日常生活に著しい制限を加

えることを必要とする程度」とは、必ず

しも他人の助けを借りる必要はないが、

日常生活は極めて困難で、労働により収

入を得ることができない程度のものであ

り、例えば、家庭内の極めて温和な活動

（軽食作り、下着程度の洗濯等）はでき

るが、それ以上の活動はできないもの又

は行ってはいけないもの、すなわち、病

院内の生活でいえば、活動の範囲がおお

むね病棟内に限られるものであり、家庭

内の生活でいえば、活動の範囲がおおむ

ね家屋内に限られるものである、とされ

ている。

５　当該傷病による障害は精神の障害であ

るところ、認定基準の第３第１章第８節

／精神の障害によると、精神の障害の程

度は、その原因、諸症状、治療及びその

病状の経過、具体的な日常生活状況等に

より、総合的に認定するものとし、日常

生活が著しい制限を受けるか又は日常生

活に著しい制限を加えることを必要とす

る程度のものを２級に該当するものと認

定するとされており、精神の障害は、多

種であり、かつ、その症状は同一原因で

あっても多様であるので、認定に当たっ

ては具体的な日常生活状況等の生活上の

困難を判断するとともに、その原因及び

経過を考慮するとされ、統合失調症によ

る障害で障害等級２級に相当すると認め

られるものの一部例示として、「残遺状

態又は病状があるため人格変化、思考障

害、その他妄想・幻覚等の異常体験があ



るため、日常生活が著しい制限を受ける

もの」が挙げられており、統合失調症は、

予後不良の場合もあり、国年令別表・厚

生年金保険法施行令別表第１に定める障

害の状態に該当すると認められるものが

多いが、罹病後数年ないし十数年の経過

中に症状の好転を見ることもあり、その

反面急激に増悪し、その状態を持続する

こともあるので、統合失調症として認定

を行うものに対しては、発病時からの療

養及び症状の経過を十分考慮するとさ

れ、日常生活能力等の判定に当たっては、

身体的機能及び精神的機能を考慮の上、

社会的な適応性の程度によって判断する

よう努めるとされている。

６　まず、障害認定日における本件障害の

状態について判断する。本件において提

出された診断書を検討するに、Ａ医師作

成の上記①の診断書は、障害認定日であ

る平成○年○月○日よりも１年以上後の

平成○年○月○日の現症についての診断

書であるから、これにより、障害認定日

における障害の状態を認定することはで

きない。また、Ｂ医師作成の上記②の診

断書は、平成○年○月○日現症の診断書

であるから、これにより、障害認定日で

ある平成○年○月○日における障害の状

態を認定することはできない。そして、

上記①及び②の各診断書並びに本件で提

出された全ての資料を併せても、障害認

定日における障害の状態を認定すること

はできない。したがって、主位的請求で

ある障害認定日による請求は、これを却

下すべきである。

７　次に、裁定請求日における本件障害の

状態について判断するに、上記②のＢ医

師作成の診断書によると、障害の状態（平

成○年○月○日現症）として、抑うつ状

態（思考・運動制止、憂うつ気分）、幻

覚妄想状態等（幻覚、妄想）が指摘され、

具体的には、気分が沈滞して、何事に対

しても億劫で、確認行為が著明とされ、

「みんなに見られている」という注察妄

想があり、「近所の人がわざと音を立て

て意地悪をする」「家の中の自分の行為

が人に分かってしまう」等の言動、不眠

があり、易疲労がとても強いとされ、日

常生活状況は、同居者ありの在宅である

が、全体的状況は、易疲労、妄想等によ

り対人交流は不良とされ、日常生活能力

の判定では、社会性は「助言や指導をし

てもできない若しくは行わない」、通院

と服薬（要）、他人との意思伝達及び対

人関係、身辺の安全保持及び危機対応は

「助言や指導があればできる」、身辺の清

潔保持は「自発的にできるが時には助言

や指導を必要とする」、金銭管理と買物

は「自発的にできるが時には助言や指導

を必要とする」と判定され（注：適切な

食事についての判定の記載はない。）、日

常生活能力の程度は「（3）　精神障害を

認め、家庭内での単純な日常生活はで

きるが、時に応じた援助が必要である。」

とされ、福祉サービスは利用しておら

ず、現症時の日常生活活動能力及び労働

能力は、注察妄想や関係妄想のために日

常生活が妄想に支配されているため、日

常生活活動能力は低劣で易疲労性も加わ

り、制止等のため労働能力は欠如してお

り、強迫行為がますます能力の低下につ

ながっているとされ、今後の病状は継続

すると思われ予後は不良と思われるとさ

れているのであるから、これらの事情を

総合して判断すると、裁定請求日におけ

る本件障害の状態は、統合失調症による

障害で２級に相当すると認められる例示

に該当し、日常生活が著しい制限を受け

るか又は日常生活に著しい制限を加える

ことを必要とする程度に該当すると認め

るのが相当である。そうすると、請求人

に対しては、裁定請求日である平成○年

○月○日を受給権発生の日とする障害等

級２級の障害基礎年金を支給すべきこと

になる。

８　ところが、原処分は、請求人の障害認

定日による裁定請求について、初診日を

平成○年○月○日と誤って認定した上、

平成○年○月○日を障害認定日として、

同日を受給権発生の日とする障害等級２

級の障害基礎年金を同年○月から支給す



るとしたものであって、その認定の誤り

は結論に影響を及ぼすものであるから、

原処分は不当といわざるを得ない。しか

しながら、当審査会が、上記説示に係る

認定及び判断の結果に基づいて、原処分

を取り消した場合においては、保険者は、

改めて、請求人の障害認定日による裁定

請求を却下した上、予備的請求である事

後重症による請求に基づき、受給権発生

の日を平成○年○月○日とする障害等級

２級の障害基礎年金を同年○月から支給

する旨の処分を行うこととなり、支給開

始月が同年○月から同年○月に２か月繰

り下がり、請求人にとって不利な結果を

招くことが必定である。したがって、請

求人としては、原処分を不服として再審

査請求に及んだにもかかわらず、原処分

よりも不利な結果を招くこととなるので

あって、このような事態を招く裁決をす

ることは、年金給付の裁定請求者一般の

不服申立てを抑制する結果を招来するこ

ととなり、相当ではない。よって、不利

益変更禁止の原則を定める民事訴訟法第

３０４条の「第一審判決の取消し及び変

更は、不服申立ての限度においてのみ、

これをすることができる。」との規定を

類推適用して、請求人が申し立てた範囲

外の不利益な裁決をすることは許されな

いと解すべきであるから、原処分を取り

消すことなく、本件再審査請求を棄却す

るに止めることとする。

よって、主文のとおり裁決する。


